
「
防
災
マ
ッ
プ
」
の
活
用
を　

　
昨
年
５
月
に
市
内
の
全
世
帯
へ
配
布
し
た

「
防
災
マ
ッ
プ
」
を
参
考
に
、
身
の
回
り
の

危
険
や
想
定
さ
れ
る
災
害
に
対
す
る
備
え
を

充
実
す
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
防
災
体
制

の
見
直
し
や
点
検
を
行
い
ま
し
ょ
う
。　

一人
ひ
と
り
が
災
害
へ
の
備
え
を

災
害
の
教
訓
を�

�
忘
れ
ず
に

　
関
東
大
震
災
（
大
正
12
年
）
や
伊
勢
湾

台
風
（
昭
和
34
年
）
な
ど
、
9
月
は
過
去

に
大
き
な
自
然
災
害
が
数
多
く
発
生
し
て

い
ま
す
。
当
市
に
大
き
な
爪
跡
を
残
し
た

昨
年
の
台
風
18
号
に
よ
る
豪
雨
災
害
も
9

月
の
出
来
事
で
し
た
。

　
ま
た
最
近
で
は
、
予
測
の
難
し
い
ゲ
リ

ラ
豪
雨
に
よ
る
災
害
も
頻
発
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
災
害
か
ら
得
た
教
訓
を
忘
れ
ず
、

私
た
ち
の
防
災
対
策
に
つ
な
げ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

◀台風18号による災害

地
震
の
備
え

�

被
害
を
軽
減
す
る
耐
震
対
策

　
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
現
在
の
耐
震
基

準
を
満
た
さ
な
い
昭
和
56
年
以
前
の
建
物
が

大
き
な
被
害
を
受
け
、
亡
く
な
っ
た
方
の
8
割

以
上
は
建
物
の
倒
壊
や
家
具
の
転
倒
に
よ
る

圧
死
・
窒
息
死
が
原
因
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
い
つ
発
生
す
る
か
わ
か
ら
な
い
地
震
に
対

し
て
は
、
耐
震
対
策
が
重
要
で
す
。

　
市
内
に
は
、
浸
水
や
土
砂
災
害
の
危
険
区
域
が
多
く
存
在
し
、
大
雨
や
地
震
に
伴
っ
て
大
規
模
な

水
害
・
土
砂
災
害
が
起
き
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
危
険
区
域
を
示
し
た
「
防
災
マ
ッ
プ
」
の
作
成
・
配
布
や
、
緊
急
情
報
伝
達
手
段
の
充

実
な
ど
防
災
対
策
の
強
化
に
努
め
て
い
ま
す
が
、
災
害
か
ら
命
を
守
る
た
め
に
は
、
市
民一人
ひ
と

り
の
正
し
い
判
断
と
行
動
が
何
よ
り
大
切
で
す
。

住
ま
い
の
耐
震
化
を
支
援
し
ま
す

家
具
転
倒
防
止
器
具
購
入
補
助

■
対
象
世
帯

　
世
帯
全
員
が
次
の
要
件
に
該
当
す
る
市

県
民
税
非
課
税
世
帯

◦
75
歳
以
上

◦
障
害
者
手
帳（
身
体
・
知
的
・
精
神
）を
所
持

◦
介
護
保
険
法
の
要
介
護
者
ま
た
は
要
支
援
者

※
18
歳
未
満
の
非
課
税
者
を
含
む
場
合
も
対
象
。

■
補
助
金
額

上
限
１
万
５
千
円

※
家
具
転
倒
防
止
器
具
購
入
費
・
取
付
費
が
対
象

■
申
請
に
つ
い
て

◦
申
請
期
限
は
12
月
末
で
す
。

◦
購
入
、
施
工
後
の
申
請
は
対
象
外
で
す
。

木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断

■
対
象
建
築
物

◦
市
内
の
木
造
軸
組
み
工
法
の
住
宅

◦
昭
和
56
年
5
月
以
前
に
建
築
の
住
宅

◦
耐
震
診
断
が
未
実
施
の
住
宅　
な
ど

■
申
請
に
つ
い
て

◦
申
請
期
限
は
11
月
末
で
す
。

※
診
断
の
結
果
、
倒
壊
す
る
可
能
性
が
高
い
と
判

定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
改
修
工
事
の一
部
を
補

助
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

緊
急
情
報
を
伝
達
し
ま
す

あ
い
こ
う
か
緊
急
メ
ー
ル

　
「
あ
い
こ
う
か
緊
急
メ
ー
ル
」
は
、
防
犯
・

火
災
・
災
害
に
関
す
る
情
報
を
無
料
で
携
帯

電
話
な
ど
に
送
信
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
災

害
時
に
は
避
難
情
報
も
配
信
し
ま
す
の
で
、

是
非
こ
の
機
会
に
登
録
・
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
登
録
方
法

touroku@
koka-city.jp 

に
空
メ
ー
ル
を
送
っ
て
順
次

手
続
き
を
進
め
て
く
だ
さ
い
。

音
声
放
送
端
末
機

　
市
内
全
戸
を
対
象
に
市
が
無
料
で
設
置
し

て
い
る
「
音
声
放
送
端
末
機
」
は
、
市
や
国

か
ら
の
防
災
情
報
・
緊
急
情
報
な
ど
を
瞬
時

に
受
信
で
き
、
災
害
時
の
情
報
収
集
に
大
変

有
効
で
す
。

　
ま
だ
ご
家
庭
に
設
置
が
お
済
み
で
な
い
場

合
に
は
、
是
非
と
も
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
機
器
の
大
き
さ

 

幅 

：
15
㎝

高
さ
：
20
㎝

奥
行
：
５
㎝

問い合わせ

危
機
管
理
課

☎
６
５‐０
６
６
５
／
６
３‐４
６
１
９

問い合わせ

情
報
基
盤
整
備
推
進
室

☎
６
６‐１
１
９
３
／
６
６‐１
５
６
４

問い合わせ

住
宅
建
築
課

☎
６
５‐０
７
２
５
／
６
３‐４
６
０
１

大
雨
の
備
え

�

早
め
に
「
命
を
守
る
行
動
」
を

　
昨
年
の
台
風
18
号
の
際
に
は
、
全
国
で
初

め
て
と
な
る
大
雨
特
別
警
報
が
、
9
月
16
日

午
前
5
時
過
ぎ
に
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
時
す
で
に
市
内
の
各
地
で
冠
水
や

土
砂
崩
れ
な
ど
が
発
生
し
て
お
り
、
避
難
す

る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
場
所

が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
う
な
る
前
に
、早
い
段
階
か
ら
避
難
な
ど

「
命
を
守
る
行
動
」
を
と
る
た
め
に
は
、
気

象
や
避
難
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を
集
め
る

こ
と
と
、
そ
の
情
報
が
示
す
意
味
を
十
分
に

理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
避
難
準
備
情
報
」
に
注
意

　
災
害
の
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、

比
較
的
早
い
段
階
で
発
令
さ
れ
る
の
が
「
避

難
準
備
情
報
」
で
す
。

　
「
避
難
準
備
情
報
」
は
、
避
難
の
準
備
を

促
し
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
、
避
難
に

時
間
を
要
す
る
方
が
避
難
行
動
を
開
始
す
る

目
安
と
な
る
情
報
で
す
の
で
、「
避
難
勧
告
」

や
「
避
難
指
示
」
と
同
様
、
十
分
に
注
意
が

必
要
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
避
難
情
報
は
、
危
険
が
差
し
迫
っ

た
こ
と
を
知
ら
せ
て
住
民
に
避
難
を
求
め
る

た
め
発
令
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
情
報
を

も
と
に
確
実
な
避
難
行
動
に
移
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

避
難
行
動
は
状
況
に
応
じ
て
判
断

　
避
難
情
報
が
出
て
い
な
い
場
合
で
も
、
周

囲
の
状
況
に
気
を
配
り
、
異
変
を
感
じ
た
ら

速
や
か
に
避
難
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
す
で
に
浸
水
が
始
ま
っ
て
い
る
な

ど
、
避
難
場
所
へ
移
動
す
る
こ
と
が
危
険
な

防
災
マ
ッ
プ
を
お
持
ち
で
な
い
方
は

　
新
た
に
当
市
へ
転
入
さ
れ
た
場
合
な
ど
、「
防

災
マ
ッ
プ
」
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
危
機
管
理

課
ま
た
は
最
寄
り
の
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
で
配

布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
閲
覧
や
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
す
。

しましょう。

▲地域別に作成し、配
布した防災マップ

場
合
に
は
、
自
宅
な
ど
の
屋
内
に
留
ま
り
、

2
階
に
移
動
す
る
こ
と
も
避
難
行
動
の
ひ
と

つ
で
す
。

　
状
況
に
応
じ
、
最
適
な
避
難
行
動
を
判
断

す
る
た
め
に
は
、
日
頃
か
ら
危
険
な
場
所
や

避
難
ル
ー
ト
を
確
認
し
、
災
害
時
の
対
応
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

2平成 26 年 9 月 1 日3 平成 26 年 9 月 1 日


